
令和７年度に発生したカキへい死被害を受けた方へ

岡山かき経営安定化資金利子補給制度のご案内

令和７年度に発生したカキのへい死被害を受けたカキ養殖業を営む漁業者が、経営の
継続を図るために金融機関等から借り入れた資金に係る利子の一部を補助します。

ご利用いただける方

利子補給制度の概要

交付対象となる
融資の限度額

１経営体当たり ６００万円

利子補給率 ２％以内

利子補給期間 ３年以内

融資機関 信用金庫、信用組合、日本政策金融公庫 等

資金使途 事業の継続に必要な資金

制度の対象となる資金

※上記期間内に資金が手元に振り込まれたものが対象です

申請期限 令和８年５月３１日

問い合わせ 岡山県水産課 振興班 電話：０８６－２２６－７４４６

手続きの流れ

1 2

金融機関等へ
相談・融資

所属漁協へ
相談

漁協経由で
申請
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利子補給
手続き開始

利子補給の申請は漁協を経由して書類を提出する必要があります。
融資については金融機関へ、申請については所属の漁協へご相談ください。

令和７年１２月１日～令和８年４月３０日までに借り入れた資金

以下の条件をすべて満たす方が対象です

・岡山県内の漁業協同組合に所属してカキ養殖業を営む方

・令和７年度に発生したカキのへい死被害を受けた方

・市町村からカキへい死被害に係る証明書の発行を受けた方
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利子補給金の
交付は令和９年
１月以降※

※１年分の利子補給金が翌年１月以降に
まとめて支払われます
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